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軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があり、円滑な導入のため早期に対応準備が必要です。
軽減税率制度等に関する説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。
※席に限りがあることをご了承ください。

消費税軽減税率制度説明会を開催します

７月24日(水)

①10：30～12：00
②14：00～15：30

７月31日(水)
８月７日(水)
８月28日(水)
９月４日(水)
９月11日(水)
９月18日(水)
９月25日(水)

長期に職業に就けず悩んでいる方や学校中退者、進路未決定での学校卒業生などを対象に、就職
に向けた支援を行っております。
対象者 15歳～39歳までの若者
予約制、相談・講座無料
●場 所
むつ市役所庁舎ジョブカフェあおもり サテライトスポットむつ内
（住所：青森県むつ市中央１丁目８－１）

●出張日
第１・３木曜日 ※前日までに⽝あおもり若者サポートステーション⽞へご連絡ください。

【お問合せ】あおもり若者サポートステーション ☎０１７－７７５－５３０１
（受付時間 ８：30～17：15）

⽛働けないから脱出する！⽜むつ出張相談のご案内



●開催場所
下北合同庁舎 ４階⽛共用会議室⽜
（住所：むつ市金谷２－６－15）

●説明会の内容
消費税軽減税率制度の概要
軽減税率対策補助金（レジ導入等）
区分経理（帳簿、請求書等の記載）
インボイス制度
※①②とも同じ内容です
【お問合せ】むつ税務署 調査部門 ☎２２－３２９４

法律相談

青女性応援法律講座＆法テラス青森無料法律相談
法律を知って前向きに生きよう～新しい人生の一歩のために～を開催します

【お問合せ】青森県男女共同参画センター 相談室
☎２２－８５８１（水曜日を除く９時から４時まで）

日 時 ７月30日(火)
12時30分から14時30分

会 場 下北文化会館 集会室１
講 師 法テラス青森 弁護士
対 象 女性のみ（先着４名・一人30分）

法テラスが定める⽛資力基準⽜以下
の方が対象

託 児 無料 要申込
１歳～就学前まで（先着６名）

締 切 ７月23日(火)

法律講座

日 時 ７月30日(火) 10時から12時
会 場 下北文化会館 集会室１
講 師 大谷真美弁護士
対象者 女性のみ（先着20名）
参加料 無料
託 児 無料 要申込

１歳～就学前まで（先着６名）
締 切 ７月23日(火)


